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第１章 総 則 

 

第１節 適  用 

１．本仕様書は、水道工事における鋳鉄管布設工、鋼管布設工、管路埋戻工、その他水道工事に

ついて適用するものとする。 

２．本仕様書に特に定めのない事項については、大阪府都市整備部「土木工事共通仕様書（平成

２１年４月）」（以下、「土木工事共通仕様書」という。）各編の規定によるものとする。 

 

 

第２節 一般事項 

１．請負者は、水道工事の実施にあたっては、特に地下埋設物の有無に注意し、その管理者との

協議事項を十分遵守し、事故のないように注意しなければならない。 

２．請負者は、工事現場周辺の構造物に損傷を与えないよう留意し、絶えず測量調査等の影響調

査を実施するとともに、万一影響があった場合には、速やかに監督職員に連絡し、適切な処置

をとらなければならない。 

 

 

第３節 諸法令の遵守 

  請負者は、「土木工事共通仕様書」第１編共通編１-１-３４のほかに、以下に示す諸法令を遵守

し、当該工事に関する工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任にお

いて行わなければならない。 

水道法（昭和３２年法律第１７７号） 

工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号） 

 

 

第４節 適用すべき諸基準 

  請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、「土木工事共通仕様書」第３編土

木工事共通編第２章第２節並びに「土木工事共通仕様書」第１４編下水道編第１章第２節のほか

に、以下の基準類等によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原

則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を求めなければなら

ない。 

  日本水道協会          水道施設設計指針・解説 

  日本水道協会          水道施設耐震工法指針・解説 

  日本水道協会          日本水道協会規格 

  日本ダクタイル鉄管協会     日本ダクタイル鉄管協会規格 

  日本ダクタイル鉄管協会     各種ダクタイル管接合要領書 

  日本鋼管協会          日本鋼管協会規格 

 

 

第５節 現地調査 

  請負者は、工事を安全かつ円滑に進捗するために下記に示す項目のほか、必要に応じてその他

の項目についても現地調査を実施するものとする。ただし、家屋等の調査については、「土木工事

共通仕様書」第１４編下水道編第２章第３節によるものとする。 
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１．沿道調査 

 （１）請負者は、工事周辺の家屋及び各種施設について、工事現場に直接面する箇所は必ず事前

に調査を行い、その結果に基づき、それら構築物に与える影響を最小限にとどめる措置を講

じなければならない。 

 （２）請負者は、沿道家屋等の出入り口の状態（既存の車の出入り口、出入り口の位置と幅並び

に工事計画高さとの高低関係等）並びにその使用実態を調査しなければならない。 

 （３）請負者は、深い掘削を行う場合等においては、周辺の井戸等の位置及び使用実績を調査し

なければならない。 

 （４）請負者は、影響を計数的に管理するため必要に応じて、地盤または構築物の沈下状況、水

平移動、傾斜あるいは地下水位等の測定を行うものとする。 

 

 ２．地下埋設物等の調査 

 （１）工事区間に存する地下埋設物等（埋設管渠、ケーブル等）は、本府が事前に調査を行って

いるが、施工にあたっては請負者においてさらに詳細にこれらを調査確認し、工事の安全を

期さなければならない。 

 （２）請負者は、工事着手前に地下埋設物等管理者と立会いを行い、人力により試験堀を行い、

その埋設物の種類、位置（平面・深さ）、規格、構造等を相互目視確認のうえ工事着手しな

ければならない。なお、試験堀にあたっては次の事項によること。 

   ①地下埋設物位置確認等の試験堀箇所は、監督員と現地立会いのうえ決定すること。 

   ②試験堀は地下埋設物を損傷させないよう十分注意して行うこと。 

   ③試験堀は、土質の性状、地下水位の状態等を観察し、事後の土工事及び管布設に及ぼす影

響等の参考にすること。  

   ④確認された埋設物の大きさ、位置等を埋め戻し後も確認できるように測定基点を明確にす

るとともに、路面にペイント標示などを行い、調査結果は一連の図面にまとめ監督員に提

出すること。 

   ⑤試験堀にあたっては、舗装切断から仮復旧までの施工について本工事と同様に行うこと。 

   ⑥試験堀箇所は、当日のうちに埋め戻し仮復旧まで施工すること。なお、仮復旧箇所は本復

旧完了まで適時巡視し、適正に保守管理すること。 

 （３）請負者は、工事施工中において管理者の不明な埋設物が発見された場合、速やかに監督職

員に報告し、その指示に従うこととする。 
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③スリーブを被覆した管を吊る時は、ナイロンスリングやゴムなどで保護された吊り具を必

ず使用する。 

 

④傾斜配管の場合は、地下水が下流側の管とスリーブの間へ流れ込まないように、上流側の

スリーブを上にして重ね合わせる。 

スリーブの合わせ方 

 
⑤地下水の浸入を防ぎ、また、浸入した地下水が移動しないようスリーブの端を管に固定す

る。 

スリーブの固定方法 

 

イ．スリーブの両端は必ずゴムバンドで固定する。 

ロ．管の胴体部分には粘着テープを部分巻きとし、寒冷地、雨天時及び水場等で粘着テー

プの粘着力が低下する場合には、全周巻きとするが、粘着テープの替わりにゴムバンド

を使用する方がよい。 

また、埋設後、地盤が安定するにつれて、管の真下に空隙を生じることがあり、地下

水の流出入をまねく恐れがあるので、ゴムバンドによる固定がよい。 

 

⑥誤ってスリーブに傷を付けた場合は、傷口よりも大きい当てスリーブをかぶせ、四方を粘

着テープで固定する。 

 



 8 

（２）直管の施工要領 

スリーブの施工方法にはＡ法とＢ法がある。 

Ａ法はスリーブを一体として施工し、Ｂ法はスリーブを直部と接合部に分割して施工する

方法である。 

一般にはＡ法を用いるものとし、特に監督員の指示がある場合はＢ法を採用すること。 

また、傾斜地ではＡ法が望ましい。 

Ａ法の手順 

手順 図 解説 

１ 

 

・管を吊り上げるか、または枕木の上に載せて、

押し口側からスリーブを挿入する。 

２ 

 

・スリーブの端から５００㎜（呼び径１０００㎜

以上は７５０㎜）につけられた印と管端とを合

致させてスリーブを引き伸ばす。 

・管頂部にスリーブの折りたたみ部がくるように

折りたたんで、粘着テープ又はゴムバンドで固

定する。 

３ 

 

・受口側及び挿し口側にゴムバンドを巻き、管に

スリーブを固定する。 

・受口側及び挿し口側のスリーブを折り返す。 

４ 

 

・スリーブを傷つけないように管を吊り下ろす。 

・管を接合する。 

５ 

 

・折り返したスリーブをもとに戻して、接合部に

かぶせ、ゴムバンドを巻き、スリーブを管に固

定する。 

６ 

 

・他方のスリーブも同様に、管に固定する。 

Ａ法による接合部施工詳細図 

 

ﾅｲﾛﾝｽﾘﾝｸﾞ 
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Ｂ法の手順 

手順 図 解説 

１ 

 

・１枚のスリーブから呼び径９００㎜以下の場合

は、約１．５ｍ、呼び径１０００㎜以上の場合

は１．８ｍ分を切り取り、これを接合部用スリ

ーブとして残りを直部用スリーブとする。 

２ 

 

・管を吊り上げか又は、枕木の上に載せて、直部

用スリーブを挿し口側から挿入する。 

３ 

 

・管頂部にスリーブの折りたたみ部がくるように

折りたたんで、粘着テープで固定する。 

・受口側及び挿し口側のスリーブの端をゴムバン

ドで巻き、スリーブを管に固定する。 

４ 

 

・スリーブを傷付けないように管を吊り下ろす。 

・接合部用スリーブをあらかじめセットした後、

管を接合する。 

５ 

 

・保護パッド（別のスリーブを四重に折りたたん

だもので幅約５００㎜）を接合部円周の上部

約１／３にセットする。 

６ 

 

・接合用スリーブを接合部にかぶせる。 

・ゴムバンドを巻き、スリーブを管に固定する。 

Ｂ法による接合部施工詳細図 
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（３）締め具 

①締め具の材質 

良質のアクリルニトル、ブタジェン、スチレンの共重合体（ＡＢＳ樹脂）を主原料として

製造されている。 

 

②締め具の形状及び寸法 

 

図 形状及び寸法 

 

図 締め具とゴムバンドの組合せ図 
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図 ゴムバンドの形状及び寸法 
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第第第第２２２２節節節節    継手接合継手接合継手接合継手接合    

１．一般事項 

（１）継手接合に従事する配管工は、社団法人日本水道協会において配水管技能者として登録さ

れた者、または日本ダクタイル鉄管協会または鋳鉄管メーカー主催の配管技能講習会の修了

者とし、監督職員に配管工についての承諾を受け、施工を行うものとする。 

（２）配管工は、作業着手に当たって配管における施工計画、使用する管材、継手の性質、構造

及び接合要点、設計図書について熟知しておくこと。 

 

２．使用可能な継手 

本府において使用できる継手形式は、 

「Ｋ形、Ｕ形、ＵＦ形、Ｓ形、ＳⅡ形、ＮＳ形、ＰⅡ形、Ｆ形」とする。 

 

３．接合要領 

   各種継手の接合手順は、日本ダクタイル鉄管協会が発行している接合要領書に基づくこと。 

 

４．耐震継手の一体化長さ 

現場条件により耐震継手（Ｓ形、ＳⅡ形、ＮＳ形）による継手一体化長さが５０ｍを超える

場合は、監督員と協議のうえスラストブロックを設置するなどして、耐震継手の可動量を確保

すること。 

 

５．接合結果の記録 

継手の特性を十分に発揮させるため、継手チェックシートに接合結果の確認と記録を行い、

監督職員に提出すること。 

 

６．特殊押輪 

特殊押輪を使用する場合、押しボルトと同数の広型クサビボルトを有するものを監督員の承

認を受けて使用すること。なお、クサビボルトの締め付けトルクは品質管理基準参照のこと。 
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第第第第３３３３節節節節    現場施工現場施工現場施工現場施工一般一般一般一般    

１．栓の撤去 

   栓止めの配管を外すときは、管内の水圧による事故を防止するため、水中ポンプを設置のう

え、圧抜きプラグから徐々に緩め管内の圧力を抜いてから撤去すること。このときも、栓の正

面には立たないこと。 

 

２．空気弁の設置 

   空気弁を設置する際は、玉の不均等上昇による漏水を避けるため、管軸方向、管軸直角方向

ともに水平に設置すること。特に、双口空気弁は、管軸と直角となる方向に据え付けること。 

 

３．高圧管路での空気弁設置 

   ０．９８ＭＰａを超える管路に空気弁を設置する場合は、ＧＦ形フランジＴ字管であること

を確認するとともに、丸ハンドル付仕切弁と空気弁との間には、ＧＦ－ＧＦの短管を挿入する

こと。 

 

４．弁の設置 

   仕切弁、バタフライ弁とも締め切り時のスラストは、前後の管路で受けるものとし、バルブ

本体でスラストを受けない構造とすること。特に、バタフライ弁は弁体のひずみによる締め切

り不良を起こさないためコンクリート巻きを行ってはならない。 


